
　許可・届出受理番号

　許可届出受理年月日

　事業主名称

　事業所名称

　事業所所在地

　電話番号

　得意とする職種

　派遣労働者数

　労働者派遣の役務の提供を

　受けた者の数（派遣先件数）

　①派遣料金の平均額

　②派遣労働者の賃金の平均額

　マージン率（①－②）÷①×100

　派遣労働者のキャリア形成支援制度に

　関する事項

　キャリアコンサルティングに関する

　相談窓口、並びに連絡先

　労使協定の締結

　派遣労働者の教育訓練に関する事項

　福利厚生に関する事項

対象となる

派遣労働者

派０７－３００３４５

平成２９年１１月０１日

有限会社フタバユニオン

有限会社フタバユニオン　郡山営業所

実施主体
賃金支給状況

２８．５％　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年１２月時点）

　会社運営費などが含まれます。

※賃金には給料・手当等を含みます。

―

１６人　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年１２月時点）

２３，９００円　　　　　　　　　　　　　（令和７年１２月時点）

福島県郡山市菜根５丁目９番地１６号　柳沼ビル２Ｆ

０２４－９８３－５９７２

社会保険、有給休暇、定期健康診断、労災保険、特別労災保険

資格取得支援、研修旅行などがあります。

・キャリア形成支援制度に伴う資格取得講習受講者は全て賃金

＊期　間　：令和８年４月１日～令和９年３月３１日迄。

＊対象者　：無期雇用派遣労働者

相談窓口担当　：　井戸川

電話番号　　　：　０２４－９８３－５９７２

有給

ＯＦＦ－ＪＴ

有給

派遣元

派遣元

入所時安全衛生

教育訓練

放射線専門基礎

教育訓練

入所時就労者

会社が指定する

就労中の派遣労働者

ＯＦＦ－ＪＴ

労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供

対象者の

費用負担

無

無

４件　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年１２月時点）

労使協定を締結している。

・自宅で気軽に学習（スキルアップ）出来る様に派遣労働者に

　パソコンの貸出しや希望者には有資格取得（国試）受験の為の

　図書貸出又はＣＤソフト貸出を実施し資格取得に向けバック

　アップする。（全て費用は無償貸出）

※マージンには、社会保険料・教育訓練費・福利厚生費・年次有給休暇費用・

訓練の実施方法

(労働者派遣法第３０条の４第１項の規定に基づく労使協定書参照）

　を支給する。

教育訓練の種類

１７，０９２円　　　　　　　　　　　　　（令和７年１２月時点）


